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 平素より、ＪＲ九州をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

 安全報告書２０１７の発行にあたり、ご挨拶申し上げます。 

 平成２９年７月九州北部豪雨によりお亡くなりになられた方々に対し、哀

悼の意を表すとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。弊

社でも久大本線や日田彦山線において橋梁の流失など鉄道施設に大きな被害

を受け、現在、一部区間は不通となっており、お客さまには大変ご迷惑をお

かけしております。また、平成２８年熊本地震により現在も不通となってい

る豊肥本線の一部区間につきましては、復旧に向けて全力で取り組んでおり

ます。 

 平成２８年度は、４月にＪＲ会社法改正法の施行、１０月に株式上場・完

全民営化を実現し、弊社にとって大きな節目の年となりました。株式上場を

果した後も、安全が最大の使命であることはいささかも変わりはなく、引き

続き安全の確保に誠実に取り組んでいく所存です。  

 しかしながら、昨年１１月に２件、さらに今年１月と大規模な輸送障害を

立て続けに発生させ、鉄道をご利用になられるお客さまに多大なご迷惑をお

かけしました。今後も、安全の確保への取り組みに一層の磨きをかけ、「安

全創造運動」や「安全創造館」研修などにより社員の安全意識を高め、全社

員が緊張感と責任感をもって、鉄道の安全運行に努めてまいります。 

 この「安全報告書２０１７」は、鉄道事業法第１９条第４項に基づき、平

成２８年度における鉄道の安全への取り組み等をみなさまにご報告するもの

です。是非ご一読いただき、ご意見やご感想をお聞かせいただきますように

お願い申し上げます。平成２８年度の安全への取り組みを正しく評価し、反

省すべき点を改善しながら、平成２９年度の取り組みを推進してまいります

ので、引き続きＪＲ九州をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。  
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 １ 安全方針 

運転安全規範 第２条（綱領） 

社員一人ひとりが、常に心がけて行動する規範として「安全の綱領」を定めています。  
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※ 鉄道事業本部内の各職場では 

  「安全の綱領」を掲げ、朝礼や 

  訓練等において全員で唱和して 

  います。 



 ２ 鉄道の安全確保に関する方針 

 安全中期計画（２０１２－２０１６）の最終年度である平成２８年度は、安全マネジメント

体制を充実させ、安全を支える人材の育成や設備の充実を図り、加えて防災対策の強化や安定

輸送に対しての取り組みを展開してきました。 

２ 

命 

怪我 

危険な 

事故・事象 

その他の事故・事象 

お客さまの死傷事故 

社員等の死亡災害 

列車事故（衝突・脱線・火災） 

インシデント 

四大労働災害 

 （触車・感電・墜落・交通事故） 

取扱い誤り（指導Ⅰ種） 
 （命や怪我に関わる危険なもの） 

鉄道運転事故発生率 

輸送障害（設備・車両の故障） 

取扱い誤り（指導Ⅰ種） 

 （多大な迷惑をかけるもの） 

根絶する 

撲滅を目指す 

低減を図る 

安全中期計画の目標 

目標達成に向けたアクションプラン 

経営トップのリーダーシップにより施策を推進し、各種意見
交換などによるコミュニケーションを充実させ、安全監査・
安全点検等によるＰＤＣＡサイクルを円滑に運用します。 

安全創造運動や５Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃・躾）の徹底、
様々な教育訓練、日々のコミュニケーションなどにより、知
識・技術を磨き、安全意識や感性を絶えず呼び覚ますなどし、
人材育成に向けてたゆまぬ努力を推進します。 

輸送設備や車両の維持・更新を推進し、ＡＴＳ－ＤＫやホー
ム検知装置、列車接近警報装置などのヒューマンエラーを
バックアップする設備を整備・充実させ、人命に関わる事故
等の根絶及びインシデントや危険な取扱い誤りの撲滅を目指
します。 

様々な防災対策や大災害発生時の対応などを充実させ、鉄道
の安全性を高めるとともに安定輸送の確保に取り組みます。 

設備や車両の故障による輸送障害や動物による災害を減少さ
せるとともに、「安全」に密接する各種対策を推進します。 

１． 【お客さまの命・怪我】及び【社員の命】に関わる事故を根絶する 

２． そのために、これを脅かす【危険な事故・事象】の撲滅を目指す 

３． さらに、【その他の事故・事象】も低減を図る 

 

２-１ 安全中期計画（2012-2016）概要 

１ 安全マネジメント体制の充実 

２ 安全を支える人材の育成 

３ 安全確保のための設備等の 

  充実・維持・更新 

４ 防災対策の強化等 

５ 安定輸送の取組み 



２-２ 平成２８年度安全基本方針 

「 安全中期計画(２０１２－２０１６） 」の目標達成に向け、「 使命を果たす！ ～一人ひとりの

力を確かなものに～ 」をスローガンとした安全創造運動２０１６を実践するとともに、実施すべき具

体的な取り組みを策定し、年度の重点実施項目として定め展開・実施しました。 

３ 

          ● 運輸安全マネジメント・労働安全衛生マネジメントの教育と実践 
  
● ＪＲ九州グループを含めた安全管理体制の強化 

● 安全に関わる教育の充実 
 
● 事故及び災害発生時の対応能力の向上に関する訓練の充実 
 
● インシデント及び取扱い誤りの削減に向けた対策の推進 

● 鉄道運転事故防止対策の推進 
 
● インシデント撲滅に向けた対策の推進 
 
● 車両・設備の検査周期及び検査結果に基づく補修管理の徹底 
 
● 建築限界支障に対する再発防止策、建築限界管理の徹底 

● 地震、津波対策の推進 
 
● 豪雨、豪雪等に備えた防災対策の推進 
 
● 落石、倒木対策の推進 

● 車両・設備故障対策の推進 
 
● 動物による災害防止対策の推進 
 
● 台風、雪害等の早期運転再開に向けた取り組みの推進 

重点実施項目 

１ 安全マネジメント体制の充実 

２ 安全を支える人材の育成 

３ 安全確保のための設備の 

  充実・維持・更新 

４ 防災対策の強化等 

５ 安定輸送の取組み 



 ３ 安全管理体制と方法 

３-１ 安全管理体制 

 経営トップの主体的関与の下に安全管理体制を確立し、輸送の安全の維持及び向上を図ることを

目的として安全管理規程を制定しています。これに基づき、社員の声を反映した業務運営、安全総

点検の実施等により安全管理の強化に努めています。平成２８年度も引き続き安全マネジメントの

ＰＤＣＡサイクルを適切に機能させ、安全監査及び安全点検等の実施により社内の安全マネジメン

ト体制のチェックを行い、輸送の安全の確保に取り組みました。  

（
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◆安全管理体制図  

・「支社長」とは、長崎、大分、熊本、 

 鹿児島の各支社長をいいます。 

営
業
部
長 

新
幹
線
部
長 

運
輸
部
長 

施
設
部
長 

電
気
部
長 

運
行
管
理
部
長 

鉄
道
事
業
部
長 

人
事
部
長 

財
務
部
長 

支
社
長 

鉄
道
事
業
部
長 

勤
務
箇
所
長 

鉄
道
事
業
本
部
長 

安
全
創
造
部
長 

勤
務
箇
所
長 

勤
務
箇
所
長 

勤
務
箇
所
長 

勤
務
箇
所
長 

勤
務
箇
所
長 

勤
務
箇
所
長 

（
乗
務
員
指
導
管
理
者
） 

（
乗
務
員
指
導
管
理
者
） 

・ 輸送の安全の確保に関する重要な事項を決定する。 

・ 安全統括管理者がその職務を行う上での意見を尊重するとともに、必要により措置を講じる。 

安全統括管理者 

（鉄道事業本部長） 

・ 輸送の安全を確保するための運転取扱い、車両、鉄道施設の各部門を統括する。 

・ 安全意識の向上、関係法令等の遵守の徹底及び安全基本方針等の確実な実施を図る。 

 

運転管理者 

（運輸部長） 

・ 輸送の安全を優先する運行計画の作成及び改正、乗務員及び車両の運用、乗務員の育成 

  及び資質の維持等を行う。 

・ 運転に関する業務について、関係部長等から必要な報告を求め、指示を行う。 

乗務員指導管理者 ・ 所属する乗務員の資質の維持、管理に努め、運転管理者へ報告する。 

４ 

建
設
工
事
部
長 

役 員 

社 長 

社  長 

輸送の安全の確保に係る体制 

安全管理体制に係る関係者の責務 

・鉄道事業法第十八条の三に基づき安全 

 管理規程を定め、安全統括管理者及び 

 運転管理者等を選任しています。 

・「勤務箇所長」とは、現業機関（駅、 

 区所等）の長をいいます。 



３-２ 安全性向上の取り組み 

 安全の確保のためには、社員一人ひとりが高い安全意識を持ち、安全について自由に意見を交換

しあえる風通しのよい組織であることが大切です。そのために「安全創造運動」を平成１８年度か

ら継続して展開し、安全風土の形成に努めています。 

平成２８年度は、『 使命を果たす！～一人ひとりの力を確かなものに～ 』 をスローガンに掲げ、

「 安全創造運動２０１６ 」 を展開しました。 

５ 

◆安全創造運動各種ツール 

［パンフレット］ ［ポスター］ ［ステッカー］ 

安全創造運動２０１６の展開 

「安全に関する社員の声」は、社員の安全に関する「意見や気づき」及び「ヒヤリハット体験」を共

有し、事故や危険の芽を未然に防止するためのシステムです。内容と対策を２週間以内に経営会議で

報告し、その情報は社内ネットワークにより全社員に開示しています。  

■「安全に関する社員の声」 



６ 

 平成２８年度に寄せられた意見・気づきやヒヤリハット体験は、９，５９９件でした。内訳は、運

転事故関係が３，９９４件、労働災害関係が３，５８５件でした。また、これらのうち設備やルール

に関する意見や気づきが１，５００件、ヒヤリハット体験は６，０１４件でした。全体の件数として

は、前年度と比べて、６９０件の増加でした。 

（件） 

「安全に関する社員の声」をより一層促進する目的で、例年各種表彰を実施しています。 

◆ヒヤリハットオープン賞 
 

  自らのヒヤリハット体験を積極的 

 にオープンにすることで、事故等の 

 未然防止や安定輸送の確保に大 

 きく貢献した声に対する表彰です。 

  平成２８年度は、４６名が受賞し 

 ました。 

◆安全推進賞 
 

  事故等の未然防止や安定した 

  輸送の確保に大きく貢献した声 

  に対する表彰です。平成２８年度 

  は、５３名が受賞しました。 

◆安全推進特別賞 
 
 安全推進賞を受賞した「意見や
気づき」の声の中から、特に優れ
ていると認められた声に対する表
彰です。平成２８年度は、１２名が
受賞しました。 

◆「安全に関する社員の声」に貢献した職場表彰 
 
  「安全に関する社員の声」のうち、対策が必要な声については、対策を実施する関係職場の協力が不可欠 

 です。特に多くの対応にあたった１７職場に対し、鉄道事業本部長（安全統括管理者）による表彰を行いました。 

◆安全創造大賞 
 

  鋭い気づきや優れた意見など 

 を積極的に「声」に出し、安全を 

 つくるために顕著な功績を収め 

 た社員が受賞しました。 

■「安全に関する社員の声」の件数 

■「安全に関する社員の声」に対する表彰実績 



 平成２８年度に寄せられた意見・気づきやヒヤリハット体験のうち、対策が必要な声は１，０９０

件あり、これらについて対策の実施又は対策実施の方針を決定しました。 

７ 

： 職場内リスクアセスメントが適切に実施され、改善につながった事例でした。 

 ７８７系車両の旧インフォメーションコーナーにおいて

、車掌が車内巡回時に列車の揺れでバランスを崩したとき

に手をついてしまった箇所が布製のロールカーテンであっ

たことから、労働災害が発生してしまった。 

 既にその場所を使用する予定がないのであれば、お客さ

まにも同様の危険があるので改善できないでしょうか。 

● 声の内容 

● 対策 

当該箇所を板で塞ぐ工事が実施しました。 

降雨による切取崩壊箇所の対応中、携帯電話で関係箇

所へ連絡している際、間もなく列車が接近する旨の合

図があったため、軌道外へ待避しました。しかし、携

帯電話での通話に夢中になり、無意識に線路内に立ち

入ろうとしたところ、列車見張員に制止され、待避中

であったことを思い出しました。 

● 声の内容 ● 対策 

軌道外待避後に携帯電話の通話に夢中になってしまい、

列車見張員の制止で触車事故を回避した事象を報告した

ことにより、職場内にて”列車接近時は片手上げ・列車注

視の待避姿勢を維持する”ことの重要性を再認識し、各職

場において再徹底が図られました。 

 平成２８年度に寄せられた９，５９９件の声のうち、ヒヤリハット体験は７，４４３件でした。 

こうしたヒヤリハット体験のうち、一例を紹介します。 

事 例 

事 例  

[改善前] [改善後] 

 「安全創造運動２０１６」に基づき、平成２８年度に展開された安全への取り組みを「安全創造運

動の記録（２０１６．４－２０１７．３）」としてまとめました。「安全創造運動２０１７」パンフ

レットと共に全社員に配布し、更なる運動の推進を図っています。 

［平成２１年度版］ ［平成２０年度版］ ［平成１９年度版］ ［平成１８年度版］ 

［平成２３年度版］ 

［平成２２年度版］ 

［平成２４年度版］ 

● これまでの「安全創造運動の記録」 

［平成２５年度版］ ［平成２６年度版］ ［平成２７年度版］ ［平成２８年度版］ 

■設備等の改善事例 

■ヒヤリハット体験の改善事例 

■安全創造運動の記録 



８ 

 平成２８年１０月２５日、第５回「安全サミット 

ｉｎ 博多」を開催し、様々な業種の方々にご参加い

ただきました。代表して４社さまに現場での安全の取

り組みについてご紹介していただき、その後の意見交

換でも様々な意見が交わされ、安全に関する課題や工

夫など情報共有を図る有意義な機会となりました。 

 平成２８年１０月２６日、ＪＲ博多シティ内のＪＲ九州ホールにおいて「安全創造取組発表会全社

大会」を開催しました。本社直轄及び各支社大会から選ばれた１４職場が、各職場で行っている安全

をつくるための取り組みについて発表を行いました。 

大分支社 ＜ テーマ ＞ 九州の奇跡を大分から 

                     ～地震津波避難誘導訓練の実施～ 

［開会挨拶］ 

岩手県釜石市の津波襲来時の生存率99.8％が、「日ごろ
からの訓練や防災教育の積み重ね」で実現したものであっ
たとの地元の見解を参考に、大分支社においても地元と一
体となった地震津波避難誘導訓練を実施。それまでの経
緯や自治体との交渉の苦労の末に実施したことなどを、ユ
ーモアあふれる寸劇を交え発表しました。 

［表彰式］ 

 平成２９年２月１５日、「平成２８年度 安全創造講演会」を開催しました。この講演会は、安全に

関する様々な業種での取り組みや考え方を学び、社員の安全意識を高めることを目的としています。

今年度は、産業技術総合研究所人工知能研究センター知識情報研究チーム長の中田亨様をお招きし、

『ヒューマンエラーに強い職場とは』と題して、事故・ヒューマンエラーに強い組織づくりについて、

エラー防止に必要な理論と様々な分野の対策を、実例も織り交ぜながら講演していただきました。ま

た、ヒューマンエラーを防ぐためには、正直な告白が言える職場づくりが大事であることもお話して

いただきました。 

［ 講演会場 ］ 

最優秀賞 

［ 中田 亨様 ］ 

■安全サミット 

■安全創造取組発表会全社大会 

■安全創造講演会 



９ 

   現場社員と本社との間でのコミュニケーションを強化し、安全に関する課題や情報の共有化を図るため、 

  意見交換会等の様々な取り組みを行っています。 

 安全推進プロジェクト及び技術指導プロジェクトによる現場

巡回の結果報告や事故防止の取り組みを始めとした、安全に関

する情報の共有化を図るため、社長や鉄道事業本部長（安全統

括管理者）及び各主管部長、現場長等が出席して意見交換を

行っています。 

 鉄道事業本部長（安全統括管理者）と現場社員とで日頃から

鉄道の安全について思っていることを気楽に話し合い、聞きあ

う意見交換会です。コミュニケーションを活発に行い、風通し

の良い職場を作るため、「気楽にまじめな話をする」をモッ

トーに開催しています。 

 本社の各系統の部署では、技術指導プロジェクト又は安全推進プロジェクトを配置して、各プロ

ジェクト社員による現場巡回や意見交換会、各種訓練等の実施により、本社の安全に対する方針を

直接現場社員に伝えています。 

現場社員とのコミュニケーション 

［駅運転関係（訓練）］ ［施設関係（勉強会）］ 

■社長との意見交換会 

［プロジェクトとの意見交換会］ 

 毎年、社長と現場社員及び現場長との意見交換会を開催して

います。各職場における安全に関する日頃の取り組みや、それ

らを推進する上での問題点などが直接社長に伝えられ、現場の

実情や課題等について共有化を図っています。 

■縦☆横ミーティング 

■ＳＵ（セーフティ・アップ）ミーティング 

■技術指導プロジェクト・安全推進プロジェクトの現場巡回等 



１０ 

 ＪＲ九州グループ会社及び協力会社各社とより一層の連携を図り、鉄道における輸送の安全の確保

と安定輸送、インシデントや四大労働災害などの危険な事象・事故等の撲滅に一丸となって取り組む

ため、毎年「安全大会」を開催しています。平成２８年度は５月３１日に開催し、総勢８７社１８２

名の各社代表者又は安全担当の責任者に参加していただきました。 

 ＪＲ九州グループ（鉄道関係７社）の安全担当の責任者ととも

に、関係社員による取扱い誤りや労働災害及びそれらの安全対策

等の情報共有を図るなどして、ＪＲ九州グループ一体となった取

り組みを展開しています。また、他の企業様を訪問させていただ

き、施設見学や安全関係のご担当者と意見交換会等をするなどし、

安全への取り組みを参考にさせていただいています。 

 平成２８年度は㈱安川電機様を訪問させていただきました。 

［㈱ケイ・エス・ケイ様による安全宣言］ 

 本社では、鉄道運転事故や輸送障害及び労働災害等について再発防止対策のための審議や、安全に

関する情報の共有を目的として「全社安全推進委員会」が毎月開催されています。ここで決議された

対策や情報等については、各支社で開催される安全推進委員会や各部門毎に開催される安全推進委員

会等において展開されます。また、これらの委員会には、ＪＲ九州グループ会社の安全担当者も出席

し、決議された対策や安全に関する情報はグループ会社へ展開され、ＪＲ九州グループ一体となって

安全の確保に取り組んでいます。 

［特別講演］ ［開会挨拶］ 

安全推進委員会の開催 

ＪＲ九州グループ一体となった取り組み 

［ ㈱安川電機様 ］ 

［ 全社安全推進委員会 ］ ［ 支社安全推進委員会 ］ 

■安全懇話会 

■安全大会 

■安全推進委員会 



４ 安全確保のための措置 

４-１ 安全を支える人材の育成 

 “安全はあるものではなく、つくりあげていくもの”という考えのもと、今一度、一人ひとりが

使命を再認識し、その使命を果たすことができるように、「気づき・行動」「５Ｓ」「知識・技

術・技能」を磨く取り組みを強化していくことを重点実施項目に掲げ、安全教育を継続的に実施し

ました。また、技術力向上・技術継承のため、着実な新規採用など人材確保の取り組みを行ってい

ます。 

１１ 

（人） 

（年度） 

 会社の風土とすべく取り組んでいる「安全」は、緊張感のある指差確認や敬礼、キビキビとした敏速

な行動が基礎であり、安全の基礎となる行動を身につけるための「行動訓練」を全社員で実施すること

により、安全意識や組織力を高めています。また、「行動訓練コンクール」を開催し、行動訓練の更な

るレベルアップとコミュニケーションの活性化を図っています。 

［役員の行動訓練］ 

［平成２８年度新入社員の訓練］ 

［行動訓練コンクール］ 

新規採用の推移 

行動訓練 

（人） 

204 
216 

190 
179 174 

0

50

100

150

200

250

H24 H25 H26 H27 H28



１２ 

  安全創造館は、「過去の重大事故の教訓を風化させず、基本動作や安全対策の意味を理解し、

お客さまや社員の安全のために行動できる社員の育成」を理念として、平成２３年１月に開設し

ました。これまで全社員に対して３回の研修が実施され、１巡目では事故の悲惨さや安全の大切

さについて「学び、感じる」こと、２巡目では事故の教訓や今後の業務への取り組みについて

「考える」こと、３巡目では自ら危険に「気づき、行動する」ことを目的に教育を行いました。 

 ３巡目は、平成２８年３月までに全社員及びグループ会社社員を含め延べ約１万名が受講を修

了し、平成２８年８月より「伝え、共有する」ことを目的とした４巡目研修を開始しており、今

後も社員参加型の研修を中心に、より一層積極的に安全に取り組む社員の育成を目指しています。 

STEP ①  
導入 

「伝え、共有する」ことの大切さと
難しさを感じる映像を視聴し、学
ぶきっかけをつくる。 

STEP ②  
重大事象を振り返る 

事故やインシデントは絶対に起こ
してはいけないと実感し、その教
訓を共有する。 

STEP ③  
自分に置き換えて考える 

過去の事象を自分に置き換えて体
験し、自分にできることを考える。 

安全創造館研修 

STEP ④  
体感して学ぶ 

「伝え、共有する」ことの難しさ
を体感し、起こりうる失敗を防ぐ
基本や工夫を学ぶ。 

STEP ⑤  
普段の業務で実践する 

普段の業務に潜む落とし穴を
探す訓練を行い、業務での実
践につなげる。 

STEP ⑥  
まとめ 

「伝え、共有する」意欲を高める
映像を視聴し、これからの行動
につなげる。 



１３ 

 遠賀川駅に隣接した「遠賀川レール技術センター｣の跡地を利用して、ＪＲの中堅社員や施設関係

グループ社員の検査・作業技術向上を図る目的で、｢遠賀川施設実習センター｣を九鉄工業(株)と共同

で設立しました。同施設には、実物大のトンネルやホーム等を備えており、実物を用いた実習を行う

と共に、施設関係の重大事故事例のパネル展示を用いて研修を行います。 

■東小倉実習線 

実習設備の活用 

 社員の知識・技術力向上を図ることを目的に、各系統において様々な教育・訓練を実施しています。 

教育・訓練の実施 

４-２ 教育及び訓練等 
 各系統・階層における必要な知識・技術の継承を図るため、実習設備等を用いた実践に即した教育 

を行うとともに、向上心を持ってお互いに切磋琢磨するため様々なコンクールを実施しています。 

 社員研修センターにおける教育では、在来線については経験年数に応じた習得レベルを定め集合研

修を行い、知識及び技術の習得を図ったほか、管理者に対しても、異常時を想定した訓練を実施し異

常時対応能力の向上に努めました。また、新幹線関係においてもフォロー研修を実施し、異常時発生

時の取扱い訓練を行い、知識及び技術の習得に努めました。その他、各職場でのＯＪＴによる教育を

はじめ、各統括及び支社単位で現車、現物を使用した異常時対応の訓練を行いました。 

[研修センター教育（東小倉実習線）] [異常時取扱い訓練（佐賀鉄道部）] [異常時取扱い訓練（吉塚駅、博多駅）] 

 東小倉実習線には、講義を行う講習室をはじめ、全長約６００ｍの実習用の線路設備や電気設備等

を設置し、社員研修センターによる実践に即した教育と、異常時における対応訓練を行っています。

平成２８年３月に新たに講習室を設置し、更なる知識・技能の向上に努め、プロとしての教育を行っ

ています。 

■遠賀川施設実習センター 

■駅運転関係 



■乗務員関係 

[車両を使用しての訓練] [運転シミュレータ訓練] 

[合同基礎研修] [合同技術教育] [集合研修] [技術継承研修会] 

[ASK訓練で行動を考える] 

 新入社員の合同基礎研修や経験年数・業務内容に応じた専門的な集合研修、技術継承・現場力向上

を目的とした合同技術教育を、関係職場やグループ会社とともに実施しました。その他、万一重大事

故や自然災害が発生した際、迅速に対応できるように脱線復旧訓練を実施しました。 

[線区指令との津波合同訓練] [現場視察] 

[研修センター教育（実習線）] 

 社員研修センターにおいて、保線、土木、建築及び機械の各系統において、専門的な教育を実施し

ました。実習を中心とした研修のほか、異常時を想定した復旧訓練、技術習熟度に応じた教育等を実

施するとともに、技術フォローを年２回実施し、技術・技能の向上を図りました。 

■指令関係 

■車両保守関係 

 安全・安心な輸送サービスを提供するため、異

常時対応力に磨きをかける教育訓練の一環として

、各地域の指令間の連携強化を目的に、津波等大

規模災害合同訓練を実施しました。また各指令に

おける技術力向上のため、 新人指令員のフォロ

ー教育、指令長の指導力向上のための研修に取り

組みました。さらに現場視察や意見交換会を通し

て現場とのコミュニケーションを図りました。 

 乗務員養成のほか、経験年数に応じた集合研修、各職場における定例訓練、各箇所の指導者に対す

る教育等を実施しました。また、シミュレータ訓練施設を活用した教育で異常時対応能力の向上を図

るとともに、ASK（安全創造訓練）と題し、様々な状況に応じてどの様に対処するか考える訓練も取り

入れています。その他に「眠気防止ガイドライン」を活用し、生活リズム、眠気等のメカニズムを学

び、万全の体調で業務に臨むよう指導を行いました。 

■施設関係 

１４ 



１５ 

 各系統で実施する各種コンクールは、職場間や個人相互間の切磋琢磨による技能の研鑽のほか、コミュニ 

ケーションの構築にも役立っています。 

コンクールの実施 

 技術継承の一環として、社員研修センター（東小倉実習線）で「駅運転取扱技能コンクール」を開

催しました。駅間で故障のため停車した列車を救援する想定で実施し、モーターカーを救援列車とし

て使用することで、より実践に即した競技として行いました。また、新たな取り組みとして、異常時

取扱いの知識、技術の向上と現地において正確で迅速な示を行う事を目的に、駅長のみが参加する「

異常時取扱い」駅長発表会を開催しました。その他、各駅での基本動作、知悉度テスト及び規程類の

整備状況等について順位付けを行い、上位の駅を表彰する「セーフティランキング調査」を実施し、

安全意識の維持向上を図りました。 

[駅運転取扱技能コンクール] [異常時取扱い（駅長発表会）] [セーフティランキング表彰式] 

 社員研修センターでの集合研修では、経験年数に応じ、基礎研修や応用研修を行っています。各職

場では、他職場やグループ会社との合同異常時訓練等を実施し、現場力向上と技術継承を図ると共

に、職場内教育により、知識の習得及び技術力の向上を図っています。 その他に、事故予知訓練を実

施し、事故を未然に防ぐ組織づくりを行っています。 

[各職場内教育] 

■乗務員関係 

［ 異常時対応コンクール ］ ［ 安全運行継続表彰］ 

■電気関係 

■駅運転関係 

 シミュレータ訓練施設と実際の車両を使用して「異常時対応コンクール」を実施しています。平成

２８年度も引き続き実施し、地震などの異常時対応能力を更に向上させる取り組みを図りました。そ

の他にも、採点により基本動作の定着を図る「セーフティランキング」や各種コンクール、安全運行

継続表彰などを通じて安全に対する取り組みや、安全意識の高揚を図る活動を実施しました。 



１６ 

 技術力向上及び安全意識の高揚等を図ることを目的として「技能競技会」を実施しました。保線部

門では線路検査、保守作業等、土木部門ではブリッジデザインコンテスト、軌陸車の異常時対応等、

建築部門では埋設ケーブル確認、設計計画、機械部門では券売機の異常時対応について、技術力を競

い合いました。 

[ 保線関係 ] [ 建築関係 ] [ 機械関係 ] [ 土木関係 ] 

 車両の保守に関わる全職場を対象に応急処置対応能力の向上を目的として、「車両ＳＵ技術コンクール」を

開催しました。実際の車両を使用し、調査技術等について直営社員とグループ会社社員合同混成チームで競

技を行いました。他にもＪＲ四国さま主催の第１回ＳＳ競技会に参加し、ＪＲグループ他社との技術交流も図り

ました。また、運転取扱いに従事する社員やグループ会社の社員の知識・技能の向上を目的とし、「区所構内

運転取扱技能コンクール」を開催し、実践に近い異常時対応を安全かつ迅速に対応できるかを競い合いまし

た。 

[車両ＳＵ技術コンクール] [区所構内運転取扱技能コンクール] [第１回ＳＳ競技会] 

 技術力向上及び安全意識の高揚を目的として、電気技術競技会を実施しました。競技会ではグルー

プ会社の社員も交え、各種試験の実施や不良箇所の調査、復旧の正確さなどを競います。平成２８年

度は、変電設備に係る障害復旧や信号保安装置に係る障害復旧をテーマに開催しました。 

[電気技術競技会] 

[輸送指令異常時対応コンクール] 

■指令関係 

 各指令員の連携強化及び技術力を向上させることを目的として、

輸送指令異常時対応コンクールを実施しました。経験年数に応じて

役割を分担し、適切に情報収集と指示ができているかを競い合いま

した。その後、コンクールの振返りを行い、日々の業務に反映させ

るよう努めました。 

■車両保守関係 

■施設関係 

■電気関係 



各地区で様々な 

訓練を実施 

１７ 

４-３ 緊急時対応訓練 

 平成２８年６月に、関門トンネルにおいて、総

勢約８０名で総合防災訓練を実施しました。昭和

２８年６月、北部九州の集中豪雨により、濁流が

関門トンネル内に流れ込み、約１．８ｋｍが水没

するという災害を受け、翌年から毎年実施してお

り、今回で６３回目となりました。施設、電気系

統の社員を中心に、トンネル内への雨水等の流入

を防ぐ防災扉の閉扉訓練を実施しました。 

［訓練開会式］ ［トンネル内防水扉の閉扉］ 

 平成１７年３月２０日に発生した「福岡県西方沖地震」を

教訓に、大規模地震が発生した際、お客さまの避難誘導や情

報伝達の迅速化等を目的とした本年で１２回目となる訓練

を、平成２８年１１月に実施しました。熊本地震発生後初の

訓練ということもあり、情報提供の方法等、当時の反省を活

かした訓練を実施しました。 

関門トンネル総合防災訓練 

大規模地震想定訓練 

［昭和２８年 集中豪雨による水没］ 

［対策本部］ 

[人命救助訓練（大分支社）] 
[ＡＥＤ訓練（長崎支社）] 

[ 被害状況の把握（鹿児島支社） ] [情報収集（熊本支社）] 

[ 避難誘導訓練（博多駅] 



１８ 

 平成２９年２月に関門トンネル（山陽本線）において火災が発生し走行不能となった列車が、長時

間にわたり運転不能となったとの想定で、お客さまの避難誘導訓練を消防機関等と連携して実施しま

した。関係社員間での情報伝達、お客さまを避難坑から地上への避難誘導等を行い、異常時の対応能

力の向上を図りました。また、訓練の中ではスモークマシンを使用することで、訓練に臨場感を持た

せるとともに、トンネル内における煙の流れを確認しました。 

トンネル内避難誘導訓練 

 大分地区及び宮崎地区では、大津波を想

定したお客さまの避難誘導訓練を地域の

方々や警察・消防機関、関係自治体と合同

で、実際に列車を運転して実施しました。

訓練の中では、列車からの避難や線路沿い

での避難、避難方法等について地域の方々

へ説明するなど、津波襲来時に迅速に避難

するための取り組みを実施しました。 

大津波避難誘導訓練 

[ 大分：線路沿いに避難] 

[ 宮崎：列車からの避難方法説明] 

［軌道自動自転車負傷者の搬出］  

各支社の 

訓練風景 

 平成２８年１１月に小倉総合車両センターにおいて、本社直轄

管内では３０回目となる総合脱線復旧訓練を実施しました。踏切

において、列車と乗用車が衝突、脱線したとの想定のもと、関係

社員間での情報伝達、消防関係者と合同でお客さまの避難誘導や

救出等を行い、異常時の対応能力の向上を図りました。その他、

各支社においても訓練を実施し異常時の対応能力向上を図りまし

た。 

［大分支社］  ［鹿児島支社］  ［長崎支社］  

総合脱線復旧訓練 

［クレーン車による載線（本社直轄）］  

[ 大分：列車からの避難] 

［スモークマシンを使用］  ［車内の状況］  

[ 宮崎：避難箇所まで移動] 



１９ 

４-４ 安全設備 

 国土交通省令が改正され、曲線・分岐器等の速度制限区間に対して列車が危険速度に達した場合に、

自動列車停止装置により列車を停止又は減速させることが義務付けられました。ＪＲ九州では、より

保安度を向上させたＡＴＳ－ＤＫを新たに開発し、従来のＡＴＳ－ＳＫからＡＴＳ－ＤＫへの取替工

事を進めてきました。平成２８年度末時点で在来線全車両（筑肥線の電車は対象外）の取替工事が完

了しました。 また、地上設備の整備（平成２８年６月までに整備すべき箇所）も完了しました。 

［運転席ＡＴＳ情報表示装置 ］  ［ 車両（運転席側面）の車体標記］  

データベースの情報から 
自動的に速度監視を行う 

列車の速度が制限に対して非常ブレーキを 

動作させなければならない速度になった場合
は、非常ブレーキが動作する 

列車速度 

非常ブレーキ 車上ＤＢ 
制限速度 

新しい自動列車停止装置（ＡＴＳ－ＤＫ）への移行 

 平成２８年度は、鹿児島本線  門司港駅～小倉駅間、川内駅～鹿児島駅間、日豊本線 延岡駅～

高鍋駅間、豊肥本線 熊本駅～肥後大津駅間において使用開始を行い、ＡＴＳ－ＤＫを使用して運

転する区間を拡大しました。 

■ＡＴＳ－ＤＫの使用区間の拡大 

［ 車両床下機器（車上子） ］  

ホーム検知装置 

 ［ 線路まくら木上機器（地上子） ］ 

 ワンマン列車において、ホームと反対側のドアを誤って開けることがないようにするため、平成

２１年度からホーム側を検知する装置を順次導入しています。平成２８年度は、新たに長崎地区の

一部ワンマン列車において使用開始しました。 



２０ 

  踏切を安全に正しく通行していただくため、さまざまな安全対策を実施しています。 

列車と自動車による衝突事故が発生し、又はその恐れがある踏切には、落輪防止壁の塗色（塗替え等）、
注意喚起の看板や路面ステッカー等を設置・貼付して踏切の安全確保に努めています。 

［施工前］                 ［施工後］ ［路面ステッカー（閉込め防止対策）］ 

踏切の安全対策 

踏切警報灯の視認性向上 

踏切警報灯増設のほか、踏切
警報灯の視認性を向上させた
全方向踏切警報灯（ＬＥＤ形）
の導入を拡大しています。 

踏切監視カメラ 

踏切の正しい通行を監視 
しています 。 

障害物検知装置 

踏切内で立ち往生した自動車等の障
害物を検知するためのセンサーを設
置しています。踏切内の障害物を検
知した場合、列車の運転士に異常を
知らせます。 

踏切支障報知装置 

踏切での人や自動車が立ち往生
した場合などの緊急時に、踏切
に設置している「非常ボタン」を押
すことにより踏切内の異常を列車
の運転士に知らせます。 

踏切注意灯 

自動車の運転手に対
して、踏切での一旦
停止や左右確認の注
意喚起をしています。 

障害物検知装置（３Ｄ式） 

踏切の中にある障害物を立体的に検知する
事が出来る装置で、従来のものに比べて、障
害物の検知性能が向上しています。新たな障
害物検知装置として、一部の踏切に試験的に
導入しております。 

夜間の視認性向上 

 踏切付近に照明を設置し
て、夜間の視認性を向上さ
せています。 

可倒式ポール 

踏切幅の限界を自動車運転
手に知らせる目的で、可倒
式ポールを設置しています。 

立ち往生対処看板 

踏切内で車が閉じ込められたときは自車で踏
切のポールを押して脱出できることを記載した
看板を設置しています。 

２２ 

踏切の整備 

連続立体交差事業 

連続立体交差事業の中で、関係自治体と連携して複数の踏切を統廃合を
進めることで、踏切事故の撲滅を図っています。現在は北九州・熊本・長
崎・鹿児島の４地区で事業を進めています。 



２１ ２１ 

  踏切を安全に正しく通行していただくため、さまざまな安全対策を実施しています。 

列車と自動車による衝突事故が発生し、又はその恐れがある踏切には、落輪防止壁の塗色（塗替え
等）、注意喚起の看板 や路面ステッカー等を設置・貼付して踏切の安全確保に努めています。 

［施工前］                 ［施工後］ ［路面ステッカー（閉込め防止対策）］ 

踏切の安全対策 

踏切警報灯の視認性向上 

踏切警報灯増設のほか、踏切
警報灯の視認性を向上させた
全方向踏切警報灯（ＬＥＤ形）
の導入を拡大しています。 

踏切監視カメラ 

踏切の正しい通行を監視 
しています 。 

障害物検知装置 

踏切内で立ち往生した自動車等の障
害物を検知するためのセンサーを設
置しています。踏切内の障害物を検
知した場合、列車の運転士に異常を
知らせます。 

踏切支障報知装置 

踏切での人や自動車が立ち往生
した場合などの緊急時に、踏切
に設置している「非常ボタン」を押
すことにより踏切内の異常を列車
の運転士に知らせます。 

踏切注意灯 

自動車の運転手に対
して、踏切での一旦
停止や左右確認の注
意喚起をしています。 

障害物検知装置（３Ｄ式） 

踏切の中にある障害物を立体的に検知する
事が出来る装置で、従来のものに比べて、障
害物の検知性能が向上しています。新たな障
害物検知装置として、一部の踏切に試験的に
導入しております。 

夜間の視認性向上 

 踏切付近に照明を設置し
て、夜間の視認性を向上さ
せています。 

可倒式ポール 

踏切幅の限界を自動車運転
手に知らせる目的で、可倒
式ポールを設置しています。 

立ち往生対処看板 

連続立体交差事業 

踏切の整備 連続立体交差事業の中で、関係自治体と連携して複数の踏切を統廃合を
進めることで、踏切事故の撲滅を図っています。現在は北九州・熊本・長
崎・鹿児島の４地区で事業を進めています。 

踏切内で車が閉じ込められたときは自車で踏
切のポールを押して脱出できることを記載した
看板を設置しています。 



２２ 

 ＪＲ九州では、ホーム上の安全対策として、次のような取り組みを実施しています。 

 ・ 列車接近時の自動放送の整備（随時拡大しています） 

 ・ 注意喚起看板の設置 

 ・ 列車非常停止装置（ＳＯＳボタン）の設置 

 ・ 視覚障害者誘導ブロックの整備（内方線付き点状ブロックの設置拡大） 

 ・ ホーム下の「待避スペース」の確保やホ－ムに上がるためのステップの整備 

 ・ 転落防止用の櫛ゴムの設置（車両とホ－ムが離れている箇所の転落対策） 

［列車非常停止装置］ 

ホーム上の安全対策 

［ホーム下のステップ］ ［櫛ゴム］ 

 内方線付き点状ブロックについては、対象の１１６駅のうち、平成２８年

度末までに８２駅に設置しています。 

  今後も未設置駅への整備を順次進めてまいります。 

  ○乗降 １日当たり１万人以上      ： ２８駅に設置 

  ○乗降 １日当たり３千人以上１万人未満 ： ５４駅に設置 
［内方線付き点状ブロック］ 

里道等の安全対策 

［ 対 策 前 ］ 

 「踏切里道事故防止検討委員会」において、里道等の事故防止対策について検討を重ねています。

委員会では、線路横断状況を調査し、里道に関係する自治体と用地協議を行うなどし、立入り防止柵

等で封鎖するなどの対策を講じています。平成２８年度は８箇所の対策が完了しました。 

［ 対 策 後 ］ 

■内方線付き点状ブロックの設置状況 

■ホーム上の安全対策の取り組み 

 お客さまが安全かつ安心して駅等の施設をご利用いただくために、お

困りのお客さまへ社員から積極的にお声かけするとともに、ご利用のお

客さまにもお困りの方に対して助け合いのご協力を呼びかける「声か

け・サポート」運動を実施しています。 

■「声かけ・サポート」運動の展開 

［駅掲出ポスター］ 

※さらなるホーム上の安全性向上や今後のホームドア展開の可能性を検討するため、現在開発中の 

 軽量型ホームドアの実証試験を筑肥線九大学研都市駅にて平成２９年秋以降に行います。 



２３ 

防災対策 

 九州内の沿線の主要な箇所に地震計を設置しており、一定以上の強さの地震が発生した場合には、

列車の運転見合わせや徐行を行います。また、これに加えて、さらなる減災を図るため緊急地震速報

も導入しています。気象庁から緊急地震速報が発表されると、弊社の路線に影響する区間を走行中の

列車をいち早く停止させます。 

［ 施工前 ］  

 線路沿線の斜面については、集中豪雨や台風による状態変化、経年による表面風化等による落石や

崩落等を防止するため、平成２８年度は１２７箇所の斜面対策工事を実施しました。 

［ 施工後 ］  

 地震発生時に、高架橋柱等において大きな被害が生じないように耐震補強工事を実施しています。

平成２８年度は、新たに行橋駅高架橋の耐震補強工事がスタートし、行橋駅駐輪場エリア高架柱１５

本、別府駅店舗エリア高架柱４６本、佐賀駅店舗・駐車場エリアの高架柱１００本の補強工事を行い

ました。 

［ 店舗エリアの高架柱 ］ ［ 施工時 ］ 

■降雨災害対策 

■地震発生時の対応 

■耐震補強 



２４ 

 平成２４年８月、中央防災会議により公表された「南海トラフ巨大地震の津波浸水想定」をもとに、津波から迅

速に避難するため、これまで以下の施策を実施してきました。 

    ・「津波ハザードマップ」の作成及び見直し 

  ・津波に対する社員の基本的な心構えを示した「津波避難誘導心得」の制定 

  ・乗車中のお客さまを迅速に避難させるための「津波警標」及び「津波警標補助標」の設置 

  ・停電を想定し情報収集のための「ポータブル発電機とテレビ及びラジオ」の配布 

  ・駅から避難箇所までの経路を示した「避難マップ」の作成 

  ・危険区域内で停車した列車から降車避難時の避難経路を確保のための「避難階段」の設置 

  ・乗車中のお客さまへ津波襲来時の避難方法等をお知らせするための「リーフレット」を 

   一部の車両に搭載 

［ハザードマップ ］  

[ リーフレット ］ ［津波警標（線路沿いに設置）］ 

[津波避難誘導心得］  

■津波対策 

［避難階段］ 

［駅掲出の避難マップ］ 

４-５ 安全に関する支出 

鉄道の安全に関する支出の推移 

 安全設備への投資は、毎年計画的に実施しています。平成２８年度は、老朽設備の取替え、保安・防災対

策、安定輸送対策、車両関係などへの投資として約２２９億円、鉄道設備や車両などの維持管理のための修

繕費として約３３１億円、合計約５６０億円を支出しました。 

（年度） 

［安全に関する支出の推移］ 

（億円） 

●主な安全投資件名 

 ＜老朽設備取替＞ 

  ・ 変電所設備更新、橋梁改良 

 ＜保安・防災対策＞ 

  ・ 新幹線脱線対策、連続立体交差化、落石等 

    対策、耐震補強 

 ＜安定輸送対策＞ 

  ・ 木まくらぎＴＰＣ化、分岐まくらぎ合成まくらぎ化 

 ＜車両関係＞ 

  ・ 老朽取替（架線式蓄電池電車DENCHA導入） 



２５ 

４-６ 九州新幹線の安全確保の取り組み 

 新幹線の輸送の安全確保と安定輸送対策の実施のため、運転部門、技術部門等の各系統において、

知識技能の向上のため各種教育や訓練、コンクールを実施しています。 

教育・訓練の実施 

 異常時が発生した際の各指令間での情報共有や、復旧に向けての連携を向上させるため年に２回合

同異常時訓練を実施し、異常時対応能力の向上に努めています。また、相互直通運転を行うＪＲ東海

様・ＪＲ西日本様との合同訓練や、警察・消防の協力を頂き異常時対応訓練を定期的に実施するなど、

新幹線に携わる関係各所との連携強化を図りました。 

［各指令間での合同異常時訓練] ［警察、消防との合同訓練] ［研修センターでの乗務員合同訓練] 

 新幹線のホームで従事する社員を対象に各駅で

手動によるＡＴＣ進路取扱い訓練を行ったほか、

「セーフティランキング調査」を実施し、基本動

作、知悉度テスト及び規程類の整備状況等につい

て順位付けを行い、上位の駅を表彰し安全意識の

維持向上を図る取組みを実施しました。 
[ATC進路取扱い訓練] [セーフティランキング調査] 

■駅運転関係 

■指令関係 

 過去の事象等を教訓に、各種救援用資機材の取扱訓練や指令、乗務員との合同訓練を実施し、更な

る技術力向上に努めています。また、平成２８年１０月にはＪＲ西日本様主催のＪＲ３社（東海・西

日本・九州）新幹線車両技術発表会に熊本総合車両所から参加し、他社との技術交流を深めました。 

［救援用パンタグラフ取扱訓練] ［前頭カバー着脱訓練] ［新幹線車両技術発表会] 

■車両関係 

 全乗務員を対象とした定例訓練を毎月１回実施

しているほか、経験年数に応じた教育を実施して

います。また、災害を想定した異常時訓練や新幹

線シミュレータを活用した教育・訓練を継続的に

実施しています。そのほかに職場単位での乗務員

を対象とした各種コンクールや本社主催の新幹線

運転技能コンクールを実施し、技術の向上に努め

ています。 

■乗務員関係 

[新幹線運転技能コンクール] 
[異常時訓練] 



２６ 

 列車火災が駅間で発生し、お客さまを避難誘導、新幹線と在来線で連携してお客さまを安全な場所

へ誘導する訓練を実施しました。警察及び消防関係者を含め約１５０ 名が参加して、停車した列車か

ら降車し、線路外までの案内、最寄り駅までのバスで移動、在来線臨時列車で拠点駅までお送りする

内容でした。 

［新幹線車内での煙体感訓練] ［非常はしごで車両より降車] ［救急隊による車内で発生した 

急病人の搬送訓練] 

［救急救命措置] ［車載用担架訓練] ［訓練オリエンテーション] 

［保守用車救援訓練] ［分岐器キーマン教育] ［作業用車輌キーマン教育] 

［台風警備点検訓練] ［工務関係保守用車競技会] ［工務関係技能競技会(分岐器)] ［電車線事故復旧競技会] 

 線路設備や作業用車輌（保守用車）の管理強化及び技術者養成の一環としてのキーマン教育や、現場

と指令の連携強化を目的とした保守用車異常時の救援訓練を開催しました。 

■施設関係 

 技能および異常時対応能力向上や技術継承を目的として、台風警備訓練や電気関係指揮者訓練等の

各種訓練、保守用車脱線復旧や電車線事故復旧等の各種競技会を実施しました。 

■電気関係 

 長時間にわたり駅間に停車した際等において新幹線車内の異常時対応設備を取扱うための訓練を熊

本総合車両所で社員約１００名が参加し、３日間に渡り実施しました。 

■車内異常時対応設備取扱訓練 

■新幹線・在来線合同異常時訓練 



２７ 

 九州新幹線では、沿線及び九州の海岸部に地震計を設置しています。 地震による一定以上の揺れ

（Ｐ波・Ｓ波）を検知したときは、架線を停電させ列車を停止させます。また、緊急地震速報の情報

を新幹線対震列車防護システムに取り入れることで、より早期で列車を停止させるようにしています。 

新幹線の安全対策 

［イメージ］ 

 降雨による斜面崩壊対策として、切取区間に

コンクリート吹付け等を実施し防災強度を高め

ました。 

 地震発生時、新幹線車輌が脱線しないよ

うに要注意断層箇所においては、脱線防止

ガードを計画的に設置しています。 

 車両を安全に使用できるように、定期的に検査

を行っています。また、夜間では線路や電気設備

の保守点検を行っています。 

［施工前］ ［施工後］ 

■地震に対する安全対策 

■脱線防止ガードの設置 ■斜面への降雨災害対策。 

■車両・線路の安全 



  ホームからの転落防止対策や、列車を緊急に停止させるための装置等の安全設備を設置しています。 

２８ 

［開いた状態］ ［閉じた状態］ 

ホーム可動柵 転落防止の注意喚起 

 お客さまに安全に乗降していただくた
め、ホーム上に点滅式ＬＥＤライト（ス
レッドライン）を設置しています。 

 ホームから線路内への転落防止や通過列車の風圧を防ぐための
可動式の安全柵を設置しています。 

［点灯の状態（写真上下共）］ 

転落防止用櫛ゴム 

 ホームと車両との隙間が比較的大きい乗
降口に、隙間を小さくするために「転落防
止用櫛ゴム」を設置しています。 

転落検知装置 

新幹線駅の安全設備 

 一部の駅においては、ホーム
と車両の隙間から、ホーム下へ
お客さまが転落した場合に備
え、係員に対して警報音と赤色
灯で異常を知らせるための転落
検知装置が設置されています。 

［ホーム下への転落を検知した状態］
（赤色灯点滅（写真上）） 

［転落検知マット（写真右）］ 



２９ 

注意喚起シール 

 ホームと車両の
隙間が比較的大き
い箇所には、注意
喚起のためのシー
ルを貼っていま
す。 

ホーム上の安全確認を行うために、
ＩＴＶカメラを設置しています。 

安全確認のためのカメラ 安全確認のためのモニター 

 列車を駅から出発させる際に、ドアやホーム上の安全を確認す
るための設備です。ＩＴＶカメラの画像を映し出しています。 

 線路内への転落や列車の安全運行に
支障をきたすような緊急時に、列車を
停止させるための設備です。九州新幹
線の各駅で約５０ｍおきに設置してい
ます。 

非常停止ボタン 

（列車防護スイッチ） 

 一部の駅で
は、お客さまが
ホームと車両の
間にいるとき
は、可動柵が閉
まらないように
するため、セン
サーを設置して
います。 

障害物検知用 

光電センサー 



 ５ 鉄道運転事故等の発生状況 

３０ 

５-１ 鉄道運転事故 
 平成２８年度は、鉄道運転事故の発生件数が３４件と、平成２０年と並び過去最少の発生件数となりました。

列車事故については、平成２８年熊本地震の影響により列車脱線事故が２件発生しました。 

（件数） 

鉄道運転事故 列車事故       ： 列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故 

踏切障害事故    ： 踏切道において、列車又は車両が人又は自動車等と衝突し、又は接触したもの 

鉄道人身障害事故 ： 列車又は車両の運転により人の死傷を生じたもの 

鉄道物損事故    ： 列車又は車両の運転により５００万円以上の物損を生じたもの 

（年度） 

■鉄道運転事故の事例 

種 別：列車脱線事故 

日 時：平成２８年４月１４日 ２１時２６分頃 

場 所：九州新幹線 熊本駅～新八代駅 

概  況：５３４７Ａ（回送列車：６両編成）は熊本駅発車後、速度約８０ｋｍ／ｈで走行中に激しい揺れを 
    感じ、直ちに非常ブレーキを取扱いました。また、同時に地震計鳴動による非常ブレーキも動作し、 
    熊本駅から１．４ｋｍ進んだ箇所で停止しました。停止後に車両の状態を調査したところ、全ての 
    車両（全２４軸中２２軸）が脱線していることを認め、指令に報告しました。なお、脱線した列車 
    は回送列車だったため、乗車中のお客さまはいませんでした。 
 
原  因：平成２８年熊本地震（前震）により脱線したもの。（Ｈ29.7.31現在、運輸安全委員会により調査中） 

種 別：列車脱線事故 

日 時：平成２８年４月１６日 １時２５分頃 

場 所：豊肥本線 赤水駅構内 

概  況：４４３Ｄ（回送列車）は赤水駅発車後、速度約３５ｋｍ／ｈで走行中に 
    激しい揺れを感じ、直ちに非常ブレーキを取扱い、数十メートル進んで 
    停止しました。停止後に車両を調査したところ、全ての車両（全８軸中 
    ６軸）が脱線していることを認め、指令に報告しました。なお、脱線 
    した列車は回送列車だったため、乗車中のお客さまはいませんでした。 
 
原  因：平成２８年熊本地震（本震）により脱線したもの。 

■鉄道運転事故の発生状況 



３１ 

（件数） 

輸 
送 

障 

害 

部内原因 ：  鉄道関係係員や車両・設備等、 

         弊社の直接原因によるもの 

鉄道外原因 ： 線路内立入り等、弊社の原因に 

         よらないもの 

災害原因 ： 降雨、強風、地震等の災害に 

         起因するもの 

５-２ 輸送障害 
   輸送障害とは、鉄道運転事故以外の原因により列車の運休または旅客列車が３０分以上、旅客列車以外 

  の列車が１時間以上の遅延を生じたものをいいます。平成２８年度は４４９件発生しました。 

■輸送障害の事例 

種 別：送電故障 

日 時：平成２８年１１月１１日 ５時４２分頃 

場 所：鹿児島本線 天拝山駅～原田駅間 

概  況：５時４２分頃、鹿児島本線二日市駅～久留米駅間及び長崎本線鳥栖駅～肥前麓駅間の下り線において 
    停電が発生しました。天拝山駅～原田駅間を走行していた列車のパンタグラフを確認したところ、破 
    損のため走行できない状態でした。調査したところ、デッドセクションの断線など電力設備の損傷及 
    び複数の車両のパンタグラフに損傷や変形が発見されました。その後、パンタグラフに損傷を受けた 
    他の列車が走行したことにより、電力設備に損傷を受けた区間が拡大していることが確認され、故障 
    列車の救援や損傷した電力設備の復旧を行い１５時４０分に運転を再開しました。この影響により、 
    ３００本以上の列車が運休し、約１１万人のお客さまに影響がありました。 
 
原  因：デッドセクションのＦＲＰロッドが破断したためです。 
 
対  策：・破断した箇所と同型のデッドセクションの部品の交換を行いました。 
    ・同型のデッドセクションの点検を行いました。 

（年度） 

 インシデントとは、鉄道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態をいいます。 

平成２８年度は、その他に分類される事象が１件発生しました。 

５-３ インシデント 

●鹿児島本線 長洲駅構内で出発信号機を見誤り出発 

発生日時： 平成２８年７月８日 ２３時５６分頃 

発生場所： 鹿児島本線 長洲駅構内 

概  況 ： 上り列車回１１３０Ｍ（長洲駅発南福岡駅行 回送列車）は、隣接線の出発中継信号機（他の列車に対す 

        る信号機）を自分の線路に対する信号機と誤認し長洲駅を発車しました。速度約４０ｋｍ／ｈでＡＴＳにより 

        非常ブレーキが動作し、出発信号機の約７０ｍ手前に停車しました。このとき、長洲駅構内にある踏切が 
        無遮断の状態で列車が進入したことが判明しました。 

原  因 ： 隣接線路の信号機を自線の信号機と誤認して発車したため。 

対  策 ： ・誤認のおそれがある信号機のリストを作成し周知するとともに、安全意識高揚のための勉強会を実施 

         しました。 

                 ・中継信号機の誤認を防止するため、遮蔽板と番線表示を行いました。 

■輸送障害の発生状況 



６ 平成２８年熊本地震からの復興 

 ■平成２８年熊本地震における被害 

 [立野駅～赤水駅間  大規模な土砂崩壊] 
    ※点線の部分が豊肥本線 

[線路の歪み] [高架橋上部の亀裂] 

 [立野駅～赤水駅間  
   トンネル坑口損傷] 

４月１４日 前震による運転見合わせ 

      ・鹿児島本線（荒尾～八代）、豊肥本線（熊本～宮地）、三角線、肥薩線（八代～吉松） 

４月１５日 一部区間運転再開 

      ・鹿児島本線（荒尾～熊本） 

４月１６日 本震発生 運転見合わせ 

      ・鹿児島本線（二日市～八代）、豊肥本線、久大本線、三角線、肥薩線、 

       日豊本線（行橋～南宮崎）、長崎本線、大村線、佐世保線、唐津線、筑豊本線、 

       日田彦山線、後藤寺線、篠栗線（篠栗～桂川）、日南線、宮崎空港線 

        ※下線部の線区及び鹿児島本線（二日市～八代）、久大本線（久留米～日田）、 

         肥薩線（吉松～隼人）については４月１６日中に運転を再開 

４月 末日 豊肥本線（肥後大津～豊後荻）以外の区間で運転を再開 

７月 ９日 豊肥本線（阿蘇～豊後荻）で運転を再開 

平成２９年７月末での不通区間・・・豊肥本線：肥後大津～阿蘇 

※不通区間につきましては、国、自治体の復旧事業と連携をとりながら、復旧を進めています。 

[脱線した新幹線車両] 

[線路内土砂流入] 

[機器の倒壊] 

[駅防風スクリーンの損傷] [駅ホーム桁の損傷] [脱線した在来線車両] 

 平成２８年４月１４日、２１時２６分に熊本地方を震源とする震度７の地震（前震）、４月１６日の

１時２５分に震度７の地震（本震）が発生しました。 

 この地震により新幹線及び在来線において走行中の列車が脱線したほか、熊本・大分地区を中心に鉄

道への設備被害が多数発生しました。新幹線においては、阪神淡路大震災と同程度の地震に耐えうる設

計であったため構造物や電化柱の倒壊はなかったものの、構造物や電力設備等の損傷があり、在来線に

おいては、線路の歪みや線路内への落石、土砂流入、構造物の損傷など、新幹線と在来線合わせて千箇

所以上の被害が発生しました。なお、乗車中のお客さまや社員への人的な被害はありませんでした。 

３２ 

■在来線の運転再開までの経緯 



 九州新幹線では、熊本地区を中心に大きな被害が発生しました。構造物の倒壊など致命的な被害はありません

でしたが、走行中の回送列車（８００系６両編成）が脱線したほか、高架橋の橋げたへの亀裂や損傷、電気設備へ

の被害、線路の歪み、エスカレーター等のホーム設備に対する損傷など、多くの被害が発生しました。当初は復旧

までに１ヶ月以上かかると予想されましたが、余震の続く中で安全に配慮しながら、関係者が一丸となって懸命の

復旧作業を行い、短期間での運転再開を果たすことができました。 

[クレーンによる載線] [ジャッキアップによる載線] 

[ホーム桁のジャッキアップ] 

[搬送台車の使用] 

[コンクリート打設と鋼板による補強] 

４月１４日の地震発生により全線で運転を見合わせましたが、４月２０日には地震による被害のなか

った新水俣～鹿児島中央間で運転を再開しました。その後、脱線車両の移動や設備の点検、応急処置

を行いながら、４月２３日に博多駅～熊本駅間、４月２７日に全線で運転を再開しました。その後、

損傷箇所の本格的な復旧工事を行い、翌年の３月４日から通常の速度で運転を開始しました。運転再

開に向けて、ＪＲ東日本様、ＪＲ東海様、ＪＲ西日本様からの人員の派遣や復旧機材等の貸与、技術

指導をはじめとして、様々な会社様、関係団体様から多大なる支援をいただきながら、地震発生から

１３日後という短期間での運転再開を果たすことができました。 
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４月２０日 ４月２７日 ４月２３日 

＜脱線した車両の載線＞ 

＜損傷した高架橋の修復＞ ＜脱線車両によって損傷した軌道スラブの修復＞ 

＜損傷したホーム桁の修復＞ 

[ジャッキアップのための下部支え] [ホーム桁損傷箇所] 

[余震による転倒防止措置] 

被害のなかった 

区間で運転再開 

設備の点検と応急処置を行い、 

一部区間を徐行で運転再開 

脱線車両の移動と損傷を受けた 

設備の点検と応急処置を行い、 

一部区間を徐行で運転再開 

■新幹線の運転再開に向けた取り組み 

■新幹線の運転再開までの経緯 
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 ７ お客さま・地域のみなさま・ 
 

    関係機関のみなさまとの連携 

３４ 

７-１ お客さまからのご意見 

お客さまの声に基く設備改善事例 

７-２ 踏切事故防止の取り組み 

 毎年、春と秋に実施される全国交通安全運動の実施期間中の取組みとして、「踏切事故防止キャン

ペーン」を全社的に展開しています。比較的交通量の多い踏切や駅等において、踏切内でトラブルが

発生した場合の対処方法などを印刷したクリアファイルやチラシを配布しています。また、駅前広場

や自動車学校等において模擬踏切を用いた「踏切安全講習会」を開催し、踏切内に閉じ込められた際

の脱出方法について体験していただいたり、九州各県の自動車学校へ踏切事故防止ＤＶＤを配布し、

指導教材として活用していただいております。 

［小学校での踏切安全講習会］ ［踏切安全講習会（模擬踏切使用）］ ［クリアファイル 一般用・児童用］ 

お客さまの声：スペースワールド駅を利用していますが、階段の床、壁ともに同じ茶色を基調とし

たレンガ造りのためか、薄暗く感じ、足を踏み外したり、転倒しそうになるなど苦

慮しています。弱視者にとって、他の駅と比べ、階段の段差がとても分かりにくい

です。どうか、階段の段差全体への段差を明示するラインの設置等、対策をお願い

します。 

対   策 ：スペースワールド駅階段の段差部分を黄色い線にて明示し、段差部分が明確に分か

るよう対策を行いました。 

＜対策後＞ ＜対策前＞ 

 ＪＲ九州では、お客さまに快適にご利用いただけるよう、サービスの改善に取り組んでいます。 

平成２８年６月より「ＪＲ九州お客さま相談センター」を設置し、電話、メール、プリーズはがき等

で幅広くご意見を承っています。平成２８年度は６，５３７件の「お客さまの声」をいただきました。

「お客さまの声」に対して、その状況を確認するとともに必要な対策を検討し、お客さまへのご回答

が必要なものについては迅速に対応するよう努めています。 

事 例  
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《 ＪＲ九州からのお願い 》 

●踏切にさしかかったら・・・ 

 ① 踏切手前で一旦停止 
 ② 踏切の先に自車スペース確保     
 ③ 警報時は踏切内に入らない 

［自力走行できる場合］ 
自車でポールを押し上げて脱出 

［自力走行できない場合］ 
踏切の非常ボタンを押すか、 
備え付けの発炎筒を使用する 

●踏切内に閉じ込められたら・・・ 

［車内テロップ］ ［社員等による巡回警備］ 

７-３ 鉄道テロ対策の実施状況 

 国土交通省等の指導に基づき、社員等による巡回警備の強化や防犯カメラの設置、駅構内や列車内

おける不審物発見時の通報に関するお客さまへの協力依頼の放送や車内テロップ、ポスターの掲出ゴ

ミ箱の透明化等の対策を行い、テロの警戒にあたっています。 

［ゴミ箱の透明化］ 

 平成２８年５月に開催された主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）への対応として、関係機関と連携しな

がら、異常時における連絡体制の確認や、駅ホームだけでなく駅構内の店舗も含めてポスター掲出に

よる不審物発見時の対処方法の啓発などの対策を行いました。また、開催期間中は巡回警備の強

化やコインロッカー、ゴミ箱の封鎖等の対策を行いました。 

■テロ対策 

■伊勢志摩サミットの対応 

■車内に持ち込める手回り品のルール変更 

＜変更内容＞ 

 ・ガソリン等の可燃性液体そのものの持ち込み禁止 

 ・カセットコンロ用ボンベやキャンプ用固形燃料等の高圧ガスや可燃性固体を 

  用いた製品の持ち込みルールの明文化 

［伊勢志摩サミット用ポスター］ ［新幹線車内ゴミ箱の封鎖］ ［駅ゴミ箱の封鎖］ 

 東海道新幹線で発生した列車火災事故の対策として、車内に持ち込む手回り品の

ルール変更を行い、セキュリティの強化を行いました。 



 ８ 安全報告書へのご意見 
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「安全報告書２０１７」に関するご意見やご感想等につきましては、 

弊社ホームページ上の「お問い合わせ」内にある「ご意見・ご要望」で 

承っております。 

https://www.jrkyushu.co.jp/contact/feedback.html 

※ 下記ＵＲＬをご参照ください。 
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